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区  分 これまでの取組  (●：強化ポイント関係事項) 強化ポイント 

１ 各学校における

感染防止の一層の

徹底 

○ コロナガードによる、実施状況の確認・対策を徹底 

○ 「健康チェックカード」による健康確認、手洗い(手指消毒)、教室等の換気、身体的距離の確保等、基本的な

感染防止対策を徹底 

● 休日においても健康確認を徹底、体調不良（発熱等）があった場合は、自宅待機、学校への報告を徹底 

● マスクを外す機会を極力少なくすること及び外す場合の会話自粛を徹底 

 → マスクを外す機会が多い場面（飲食、体育、部活動、登下校）におけるマスク着用の詳細な指示 

 → まん延防止等重点措置適用期間においては、昼食時の教職員による見回り指導を実施 

● 本人だけでなく同居家族等においても、「① 発熱等の症状がある場合」「② 濃厚接触者になった場合」 

「③ ＰＣＲ検査を受検する場合」は、本人を原則自宅待機とし、登校（出勤）しないことを徹底 

 

 

 

✔ 休日の報告体制の再周知 

  （事例３） 

✔ マスク着用の再徹底 

  （事例２） 

✔ 同居家族等が体調不良の場合も

自宅待機を再徹底（事例２・３） 

２ 感染リスクの 

高い活動の回避 

○ 教科等活動における感染リスクの高い活動を一時的に停止 

 → 「長時間、近距離で対面形式となるグループワーク、実験や観察等」「近距離で一斉に大きな声で話す活動」

「室内で近距離で行う合唱及び管楽器演奏」「近距離で活動する調理実習」 等 

○ 体育の授業における配慮事項を徹底 

 → 可能な限り屋外で実施、特に呼気が激しくなる運動の回避、運動を行っていない時などのマスク着用、個人

又は少人数での活動 等 

● 校外活動等における感染防止対策の徹底 

● 飲食時の留意事項を徹底 

 → 食事前後の手洗い、対面とならない配席、喫食時の会話の禁止、食事後のマスク着用 

 

 

 

 

 

 

✔ 校外活動時等の対策を再徹底 

  （事例３） 

✔ 喫食時の黙食を再徹底（事例１） 

３ 学校外の日常生活

における感染防止

対策の徹底 

○ 県内外問わず、不要不急の外出自粛を徹底 

○ カラオケや同居家族以外の会食等の回避を徹底 

○ 心配な症状がある場合の医療機関受診を徹底 

 

４ 寮・寄宿舎での 

感染防止の徹底 

○ 原則、一人一室とし、難しい場合には居室の感染防止対策を徹底 

○ 居室利用者以外の入室禁止を徹底 

○ 共有スペース（食堂や浴室等）における感染防止対策を徹底 

 → 会話の回避や分散利用、共用機器の定期的な消毒 

 → 食堂での配席の工夫、時間差での喫食、対面での喫食回避 

 

 

 

◆ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、本県がまん延防止等重点措置区域に指定。現在、従来株に比べ若年層への感染力が

強い可能性のある変異株へ置き替わった状況。これらに加え、直近の学校クラスターの状況も加味して、以下のとおり対応。 

個別の事例が記載されているため、

取扱いにはご注意願います。 



学校における感染防止対策（部活動・課外活動・遠隔授業等）について                                資料４－２ 

◆ 学校における基本的な感染防止対策に加え、まん延防止等重点措置区域の指定を受け、緊急事態宣言時と同等の対策を実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐 阜 県  
愛 知 県  

【緊急事態措置】5/8通知 

 ５／９～３１（予定） 
【まん延防止等重点措置】 

１／１４～２／２８ 
【国：緊急事態宣言】 

部
活
動
の
制
限 

● 基本的な感染防止対策の徹底 
・ コロナガードによる実施状況の確認 
・ 活動開始前に健康チェックカードによる健康状態の確
認を徹底 
・ 屋内活動や部室の３密回避、飲食時の対応徹底 等 

○ 基本的な感染防止対策の徹底 
・ コロナガードによる実施状況の確認 
・ 活動開始前に健康チェックカードによる健康状態の確
認を徹底 
・ 屋内活動や部室の３密回避、飲食時の対応徹底 等 

 

○ 基本的な感染防止対策の徹底 
・ 教員による感染防止対策の徹底 
・ 活動開始前後に健康状態把握等を実施 
・ 部室の使用は短時間で、換気等を実施 
 

● 練習内容 
・ 感染リスクの高い行動（密集、近距離で組み合う接触
や発声を伴う活動）の回避 
・ 呼気が激しくならない軽度な運動やミーティング時の
マスク着用を一層徹底 

○ 練習内容 
・ 感染リスクの高い行動（密集、近距離で組み合う接触や

発声を伴う活動）の回避 
 
 

 

○ 練習内容 
・ 感染リスクの低い活動を、短時間で個人や少
人数により実施 

・ 運動を行っていない時はマスク着用。軽度な
運動の際はマスク着用も想定 

● 練習時間 
・ 平日は、４日･２時間以内 
・ 土日は、次につながる大会・コンクール等がある部活動
のみ可能とし、土曜日または日曜日のいずれかの１日、３
時間以内とすること 

○ 練習時間 
・ 平日は、４日･２時間以内 
・ 土日は、２週間以内に大会・コンクール等がある部活
動については、土曜日または日曜日のいずれかの１日、
３時間以内とすること 

  

● 練習試合等 
・ 県内外問わず、他校との練習試合･合宿等を原則中止 
→ 真に必要な場合、教育委員会協議 

○ 練習試合等 
・ 県内外問わず、他校との練習試合･合宿等を原則中止 
→ 真に必要な場合、校長判断 

 
○ 練習試合等 
・ 対外的な練習試合、合同練習及び部合宿は自粛 
 

● 公式戦 
・ 主催者の感染防止対策を遵守 

○ 公式戦 
・ 主催者の感染防止対策を遵守 

 
○ 公式戦 
・ 慎重に検討 

課
外
活
動
の
制
限 

● 基本的な感染防止対策の徹底 
・ コロナガードによる実施状況の確認 

○ 基本的な感染防止対策の徹底 
・ コロナガードによる実施状況の確認 

  

● 修学旅行・遠足・就業体験等 
・ 原則、中止または延期 
● 公共施設等を使用する行事等 
・ 開催する場合は、利用施設の開催要件及び感染防止対
策を遵守し、対策を徹底 

○ 就業体験等は中止 
○ 課題研究発表会や卒業発表会等は、オンラインを積極

的に活用 
・ 開催する場合は、利用施設の開催要件及び感染防止対
策を遵守し、対策を徹底 

 

○ 遠足や修学旅行等 
・ 遠足や修学旅行等の宿泊を伴う行事は中止ま

たは延期 
 
 

遠
隔
授
業
等
の
推
進 

● 学校教育活動の継続 ○ 学校教育活動の継続  ○ 学校教育活動の継続 

● 必要に応じて、臨時休業（学校単位・学年・学級単位）
等におけるオンライン授業を実施 

○ オンライン授業と対面授業の併用を積極的に実施 
 

 

○ 必要に応じて、オンラインによる学習支援を
実施 

● 時差登校の検討・実施 
・ 公共交通機関の利用状況等を踏まえ、学校ごとに検討・
実施 

 

○ 時差登校の検討・実施 
・ 公共交通機関の利用状況等を踏まえ、学校ごとに検討・
実施 
 

○ 時差通学 
・ 公共交通機関を利用する児童生徒が多い学校

は、地域の感染状況に応じて、時差通学の実施
を積極的に検討 

 
※ 下線部：緊急事態宣言での対策からの追加・変更箇所 


